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○ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について（平成12年３月17日老企第44号老人保健福祉局企画課長通知） （抄）

（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

第一 （略） 第一 （略）

第二 人員に関する基準（基準省令第２条） 第二 人員に関する基準（基準省令第２条）

１・２ （略） １・２ （略）

３ 看護師、准看護師及び介護職員 ３ 看護師、准看護師及び介護職員

看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職

員（以下「看護・介護職員」という。)は、直接入所者の処遇に当た 員（以下「看護・介護職員」という。)は、直接入所者の処遇に当た

る職員であるので、当該介護老人保健施設の職務に専ら従事する常 る職員であるので、当該介護老人保健施設の職務に専ら従事する常

勤職員でなければならないこと。ただし、業務の繁忙時に多数の職 勤職員でなければならないこと。ただし、業務の繁忙時に多数の職

員を配置する等により業務の円滑化が図られる場合は、次の２つの 員を配置する等により業務の円滑化が図られる場合及び看護・介護

条件を満たす場合に限り、その一部に非常勤職員を充てても差し支 職員が当該介護老人保健施設に併設される介護サービス事業所の職

えないこと。 務に従事する場合は、次の２つの条件を満たす場合に限り、その一

部に非常勤職員を充てても差し支えないこと。

⑴ 常勤職員である看護・介護職員が基準省令によって算定される ⑴ 常勤職員である看護・介護職員が基準省令によって算定される

員数の７割程度確保されていること。 員数の７割程度確保されていること。

⑵ 常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤 ⑵ 常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤

職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。 職員を充てる場合の勤務時間数以上であること。

また、併設事業所の職務に従事する場合は、当該介護老人保健

施設において勤務する時間が勤務計画表によって管理されていな

ければならず、介護老人保健施設の看護・介護職員の常勤換算方

法における勤務延時間に、併設事業所の職務に従事する時間は含

まれないものであること。

４～８ （略） ４～８ （略）

９ 用語の定義 ９ 用語の定義

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 「常勤」 ⑶ 「常勤」

当該介護老人保健施設における勤務時間が、当該施設において 当該介護老人保健施設における勤務時間が、当該施設において

定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務 定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務

すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に

達していることをいうものである。当該施設に併設される事業所 達していることをいうものである。ただし、育児休業、介護休業
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の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが 等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務 法律第76号）第23条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が

時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、 講じられている者については、入所者の処遇に支障がない体制が

常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、介護老人保 施設として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべ

健施設と指定通所リハビリテーション事業所が併設されている場 き時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

合、介護老人保健施設の管理者と指定通所リハビリテーション事 また、当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設

業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間数の合計が所定 の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられる

の時間数に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。 ものについては、それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業

者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすもの

であることとする。例えば、介護老人保健施設と指定通所リハビ

リテーション事業所が併設されている場合、介護老人保健施設の

管理者と指定通所リハビリテーション事業所の管理者を兼務して

いる者は、その勤務時間数の合計が所定の時間数に達していれば、

常勤要件を満たすこととなる。

⑷・⑸ （略） ⑷・⑸ （略）

第三 第三

第四 運営に関する基準 第四 運営に関する基準

１～８ （略） １～８ （略）

９ 利用料等の受領 ９ 利用料等の受領

⑴ 基準省令第11条第１項は、法定代理受領サービスとして提供さ ⑴ 基準省令第11条第１項は、法定代理受領サービスとして提供さ

れる介護保健施設サービスについての入所者負担として、法第48 れる介護保健施設サービスについての入所者負担として、法第48

条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費 条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費

用（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生 用（食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生

活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除いて算定。） 活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除いて算定。）

の額を除いた額の１割（法第50条又は第69条の規定の適用により の額を除いた額の１割又は２割（法第50条又は第69条の規定の適

保険給付の率が９割出ない場合については、それに応じた割合） 用により保険給付の率が９割又は８割出ない場合については、そ

の支払を受けなければならないことを規定したものである。 れに応じた割合）の支払を受けなければならないことを規定した

ものである。

⑵～⑷ （略） ⑵～⑷ （略）

10～33 (略） 10～33 (略）

第五 （略） 第五 （略）


